
 

 

 

第 ７６ 回 清 須 市 清 洲 体 育 祭 開 催 要 項 

 

１．名   称   第７６回清須市清洲体育祭 

 

２．主   催   清須市清洲体育祭実行委員会 

 

３．日   時   令和７年１０月１９日（日） 

           開始：８時３０分  終了：１５時３０分（予定） 

       【中止の要件】・雨天並びに清須市に対して気象に関する警

報、注意報が発令されている場合 

               

４．会   場   清洲中学校運動場 

 

５．実 行 委 員 会 役 員        

 □  実 行 委 員 長 後藤 悦男 

 □  副 委 員 長 鬼頭 俊雄、井上 健太郎 

 □  競 技 審 判 長 猪子 修 

 □  会 計 伊東 ひとみ 

 □  監 事 石原 奈央子、加藤 利明 

 

６．出 場 団 体 等  

 □  コミュニティ推進委員会 

 □  その他（保育園 等） 

 

７．協 力 団 体 等  

 □  スポーツ推進委員会 

 □  体育協会 

 □  子ども会連絡協議会 

 □  女性の会 

 □  その他 

 

８．留 意 事 項  

(1) 中止の判断 ： １０月１６日（木）午後５時決定 

 中止の場合、地区体育委員宅へ電話連絡 

※翌日以降に開催日の悪天候等が認められる場合、速

やかに中止の判断をする。連絡は上記と同様。 

※当日の急な悪天候等による場合、午前６時決定 

決定後、防災行政無線（午前7時以降）及び地区体

育委員宅へ電話連絡 

(2) 集合 ： 午前８時１５分 

運動場内の所定の位置（プラカードを準備して） 

(3) 控席 ： トラック周辺の指定の場所 

 （前回大会より1コマ時計回りに移動） 

(4) 本部席 ： 中央テント内 

 連絡並びに救護場所兼ねる。 

(5) 国旗掲揚･降納  ： 子ども会役員各２人（鍛治屋町）（桑名町） 

（資料２） 



 

 

(6) トイレ ： クラブハウス横・仮設トイレ・体育館内 

 

(7) 競技ルール ：  

【親子綱引き】 

（取り決め事項） 

①  １チーム５０名以内とし、チーム構成は以下のとおりとする。 

ア 小学生男子１５名 

イ 小学生女子１５名 

ウ 大人男性 １０名 

エ 大人女性 １０名 

②綱引き時間は原則１分以内1本勝負とするが、時間内で勝負がつか

ない時は審判判断により延長若しくは再試合を行う。 

③  チーム構成は自治会単位の参加とするが、ブロック内による合同

チームでの参加も可能とする。 

④  ブロック内での複数参加も可能とする。その場合２チームまでと

する。 

（取り決め禁止事項） 

綱引きの禁止事項は次のとおりとする。見かけた場合は注意を行い従

わない場合は出場者を退場させるかチーム敗者とする。 

ア スパイクおよび素足での参加 

イ 手袋および滑り止めスプレー等の使用 

ウ 綱にタオル等の巻き付け行為 

【リレー競技】 

リレー競技は、年代別男女混合リレーと学年別リレーとし、取り決め

事項と失格事項を以下のとおりとする。 

●年代別男女混合リレー  

・リレー構成は１チーム６名とし次のとおりとする。 

（走者順） 

①  第１走者 ５０歳以上（性別問わず） 

②  第２走者 女性（年齢問わず） 

③  第３走者 女性（年齢問わず） 

④  第４走者 ４０歳以上（男性） 

⑤  第５走者 中学生～１９歳以下（性別問わず） 

⑥  第６走者 ２０歳以上３９歳以下（男性） 

●学年別リレー  

・リレー構成は、男子および女子共に１チーム1年生から６年生の

各１名の６名とする。 

 ・２年生をスタートとし、以下走順は１年生→３年生→４年生→ 

５年生→６年生」とする。 

（取り決め事項） 

①  年代別男女混合リレーの場合、不足のときは上の年代から下の年代

へ繰り下げての参加可能とする。 

②  学年別リレーの場合、各学年で不足のときは下の学年から上の学年

へ繰り上げ参加可能とする。 

③  ブロック内による合同チームでの参加あるいは自治会単位の参加も

可能とする。その場合、ブロックとして４チームまで参加可能とす

る。また、各チーム単位で見分けのつくナンバービブス等を着用す

ることとし、他チームと同系色となった場合は、変更をお願いする

こともある。 



 

 

④  全リレー競技において出場条件に満たない場合は、オープン参加

とする。その場合、順位は適用しない。 

⑤  全リレー競技においてセパレートコースは廃止とする。第一走者

のスタート位置は予め決められたスタート位置順とし、一斉スタ

ートとする。 

⑥  第二走者以降のバトン受け渡しについては、進行方向のテイク・

オーバー・ゾーン範囲内にて受け渡しを完結すること。テイク・

オーバー・ゾーンは本部席側および本部席反対側ともに１５ｍと

する。 

⑦  フィニッシュについては、フィニッシュラインを競技者がバトン

を維持して胴体一部が先にフィニッシュラインを通過した時点と

する。 

⑧  各走者ともにコーナートップ制は適用しないものとする。 

⑨  スパイク（金属およびゴムソール等をいう。）および素足での参

加は認めない。 

（失格事項） 

①  第一走者が２回の不正スタートを行ったとき（不正スタート） 

②  先走者が落としたバトンを次走者が拾い上げた場合（バトンパス

違反） 

③  先走者が次走者にバトンを投げた場合（バトンパス違反） 

④  テイク・オーバー・ゾーン範囲外にてバトンパスが行われた場合

（バトンパス違反） 

⑤  後方走者が前方走者走行の内側を無理に追い抜いた場合（走路違

反） 

ただし、前方走者が大きく内側を開けて走行している場合等はこの

限りではない。 

⑥  前方走者が故意的にジグザグ走行を行い後方走者の走行を妨害し

た場合。また、前方走者が極端に両腕を左右に振る行為あるいは

後方走者に対し何らかの走行妨害行為が故意と見受けられた場合

（走路妨害違反） 

⑦  後方走者が前方走者に対し「手および足等」にて妨害行為を行っ

た場合（走路妨害違反） 

⑧  無届出で選手を入れ替えた場合および競技中選手が入れ替わった

場合、若しくは敗者チームからリエントリーした場合（エントリ

ー違反） 

⑨  スパイクおよび素足の参加が見受けられた場合（エントリー違反

） 

⑩  その他選手としてふさわしくない行為が見受けられた場合は、審

判団協議のうえ失格とすることがある（審判団判断） 

 

 

 

 

 

 



 

 

９．その他  

 ・体育祭終了後、各自治会にて周辺のゴミを拾い、市から支給されたゴミ

袋に入れ、各自治会で持ち帰って処理すること。 

 （支給されるゴミ袋）①可燃ごみ  ３枚 ②不燃ごみ      １枚 

           ③プラスチック１枚 ④ペットボトル等（無地） １枚            

  ※ゴミ袋は本部で各自治会に配布する。また、ゴミ袋が不足した場合は 

本部で追加のゴミ袋を配布する。 

 ・本年度は、来場された方にオリジナルグッズを配布。 

※オリジナルグッズは本部で各自治会に配布する。 

（数に限りがあります。） 

 ・傷害保険については、出場者及び応援者を対象に実行委員会で加入。 

  ※通院１日から支払い可能。  死亡・後遺障害保険金額 100万円 

                 入院保険金日額     1,500円  

                 通院保険金日額     1,000円  

 ・敷地内におけるテント等の設営、ペットの同伴、ドローン飛行及び日傘

の使用は禁止とする。 

 ・撮影した写真や動画をＳＮＳ等インターネット上に投稿はしないこと。 

  

10．問 い合 わせ先  

  清須市清洲体育祭実行委員会事務局 

（清須市役所スポーツ課内） TEL 052-400-2911 FAX 052-400-296 

 


